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平成２６年度第１回佐倉市情報公開・個人情報保護審議会会議録 

 

日時：平成 27 年 3 月 13 日（金）13:30～15:00 

場所：佐倉市役所１号館３階会議室        

 

出席者 委 員 覺正会長、大沼委員、小西委員、鈴木委員、田部井委員、山

森委員 

    事務局 鈴木総務部長、橋口総務課長、川島行政管理班長、今川主査、

村上主事 

    説明者 防災防犯課 高橋課長、近田防犯班長、市民課 福田主査補、

情報システム課 青木主査補 

傍聴人 なし 

 

審議会開催に先立ち、総務部長よりあいさつがありました。 

 

１ 審議  

（１）防犯カメラの設置等に関する条例について 

会 長 審議事項（１）について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 防犯カメラに関しては、以前に本審議会に諮られた経緯がございます。

防犯カメラは、撮影した映像の中に個人を識別できる画像が含まれる可

能性があるため、市が防犯カメラを設置することは、佐倉市個人情報保

護条例第７条の個人情報の収集の制限の規定に関係してきます。個人情

報を適正に取り扱うために、目的達成に必要な最小限の範囲で適正に収

集しなければならないという規定です。同条第３項では、「実施機関は、

個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない」として、

本人収集の原則について規定した上で、「ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、この限りでない。」として例外事項を設けており、法令

等に定めがある場合や、本人の同意があるときなどが掲げられています。

その第７号に「審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは保

有個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は

円滑な執行を困難にするおそれがあると認められるとき、その他本人以

外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき」と規

定されており、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が本人以外から収

集することに相当の理由があると判断した場合は、例外として個人情報

を収集してもよいと規定されています。防犯カメラによる個人情報の収
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集については、１号から６号までのいずれにも該当しないことから、７

号の規定により審議会の意見を伺い、事務の性質上の必要性等が認めら

れれば、収集が可能となるものです。 

 

防災防犯課 防災防犯課より、防犯カメラの設置条例を制定するに当たり、現在の

背景とその目的について簡単に説明させていただきます。防犯カメラは

犯罪抑止に有効な手段として広く認識されております。市内におきまし

ても公共施設や商店会駐車場など様々な場所に設置されており、また自

治会等におきましても防犯意識が高まる中で防犯カメラの設置に関する

関心が高まっております。市にも防犯カメラを設置してほしいとか設置

するにはどうしたらよいかという相談が寄せられている現状があり、今

後ますます防犯カメラの設置が増えていくことが見込まれます。一方、

防犯カメラは特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性があること

から個人のプライバシーに配慮した適正な設置及び運用を行うことが必

要となります。現在市が街頭に防犯カメラを設置するときは、佐倉市防

犯カメラの設置及び画像の取扱いに関する要綱に基づき設置、運用を行

い、また商店会が市の補助金を活用して設置していますが、この要綱に

準じた設置・運用を求めているところです。 

しかしながらその他の防犯カメラにつきましては、設置者の裁量に委

ねられているのが現状であり、画像の取扱いによっては個人のプライバ

シーが侵害される恐れがあり、昨年行ったアンケートでは、防犯カメラ

に撮影されることに不安を感じる市民もおりました。市では市民及び事

業者との協働により犯罪を防止する環境整備を進めていますが、その手

段の一つとして防犯カメラの有効性を活かしていくためには市の防犯カ

メラに対する信頼性を高め、理解を得ることが重要であると考えており

ます。そのため公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関する

規定、条例を定めて設置者等に遵守させることにより防犯カメラの有効

性を活かしつつ市民のプライバシーを保護し、安全で安心して暮らせる

地域社会の実現を図ろうとするものでございます。 

次に、２の条例の概要について説明いたします。防犯カメラの適正な

設置、運用方法につきましては、基本的に要綱と同じですが、要綱は市

が設置する街頭カメラを対象としているのに対し、条例では、防犯を目

的として公共の場所に向けて設置された防犯カメラを対象としています。

また、市、自治会、商店会など公共的な団体の設置者等に対して、「防犯

カメラの適正な設置及び運用基準」の策定や届出を義務付けます。なお、

対象外の設置者等に対しても、基本理念として、適正な設置及び運用を
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行うよう求めます。この基本理念ですが、防犯カメラ、これは犯罪防止

のため常設するカメラ装置で録画機能を有するもの、副次的に犯罪防止

を目的とするものも含みます。防犯カメラを設置し、画像を取り扱うも

のは、市民等が容貌、姿態又は生活をみだりに撮影されることのないよ

う十分配慮し、犯罪防止に必要な範囲内で、防犯カメラの設置及び運用

を行わなければならない、とします。（２）の設置運用基準の届出の対象

となる防犯カメラですが、まず設置場所は、道路、公園、広場、その他

規則で定める場所で不特定多数の者が自由に利用、通行する場所（市の

施設、駅の自由通路）とします。対象となる設置者は、市、市の事務事

業受託者及び指定管理者、自治会等、商店会、鉄道事業者とします。届

出の内容につきましては、条例で定める適正な設置・運用方法に沿った

内容となります。項目としては、設置目的や設置場所、撮影範囲に加え

て、次の（３）設置者の義務として掲げました、・管理責任者及び取扱担

当者の指定、・防犯カメラを設置している旨及び設置者等の名称・連絡先

の表示、・画像の適正な管理、・苦情に対する適切な対応、・知り得た情報

の漏えいや不当な目的での使用の禁止となります。（４）市への報告及び

勧告・公表ですが、市長は、防犯カメラの管理及び運用の状況について

報告を求め、違反する行為の中止又は必要な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。また、勧告を受けた者が正当な理由なく従わなかったと

きは、事実を公表することができる、とします。３の議会提案時期・施

行期日ですが、現時点において、議会提案は平成 27 年６月定例会、施

行期日は平成 27 年 10 月１日を予定しています。以上でございます。 

  

会 長 防災防犯課のただ今の説明にご意見、質問等はございますか。 

 

委 員 対象となりそうなカメラは何台くらいありそうですか。 

 

防災防犯課 市が設置するものは 110 台あります。商店会等が設置するものが 26

台、自治会等で設置するものが５台、マンション等は 35台把握していま

す。その他ユーカリが丘の方に８台程度あることを把握しております。 

 

委 員 そうすると今要綱で運用しているということだが、この条例を定める

ことによって対象となるカメラが増えるということですか。今の要綱で

市が管理しているのが 110 台？ 

 

防災防犯課 はい。 
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委 員 他で社会的な必要があった場合、例えば自治体などが画像を使う、あ

りえるかどうかわからないが徘徊だとか認知症の方がどこに行ったか分

からなくなるというケースがある。防犯カメラの機能は高いと思うので

そういったケースでの活用というのはどうなのか。防犯ということで限

定しているので話が違うということになるのか。社会的に有効に活用す

ることができないかとも思うが。 

 

会 長 その件については条例の８条でおおまかな制限について謳っています。

ただしこの制限はどういう場合にフリーハンドしていくべきなのか、そ

のあたりのご意見を伺いたい。ちなみに現在佐倉市にこういった防犯カ

メラが何台稼働しているのか、そういったことも含めてこれまでの稼働

の実態についてもお答えいただけると共通理解が深まると思います。 

 

防災防犯課 防犯カメラの画像の提供については、第８条の中で第三者へ提供して

はならないとしています。しかし例外もあり、法令に基づく場合、裁判

所から求めがあった場合、人の生命、健康の保護に必要な場合に個人の

情報よりも公共の利益が上回るといった場合は提供することもやぶさか

ではないという方針で考えています。現在市では捜査の一環で画像が見

たいという場合は、どういう理由で画像を使うのか確認した上で画像を

提供しています。民間の機関においても警察から求めがあれば同様に画

像を提供していると聞いております。カメラの台数についてですが、市

ですべての数を把握できていない状況です。 

 

委 員 防災無線を聞いていると、徘徊や行方不明者の情報が、個人を特定で

きない範囲で流れている。その家族の人たちからの求めがあった場合に、

防犯カメラの画像の確認はできるのか。 

 

防災防犯課 個人情報の関係もあり、すぐに出すというのは難しい状況だと考えま

す。人命や捜索であるとか警察からの要請を受けて防災無線を使って徘

徊者の情報を流しています。今後どのように運用していくのかという課

題は残っていますが、利用の範囲は拡大していく方向ではないかと考え

ております。 

 

事務局 今回の審議については本条例の骨子（案）について、個人情報の保護

に関し、この案で概ね網羅されているかというようなことについてご意
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見をいただければと思います。 

 

会 長 先ほどの話からすると、佐倉市という枠内に防犯カメラを設置する場

合、商店会なども含めて市の条例に従ってもらいたい、従う義務が発生

しますよというそういう理解でよろしいですか。 

 

事務局 今回の骨子案は、ある程度公共的な自治会、鉄道事業者など公共の場

所に設置しているものが対象であり、個々の店舗までに縛りがかかるも

のではありません。あくまでも基本理念としてそういったことを守って

くださいというものです。対象を絞ったものとなっているので、そこに

ついては基準を作って市に届出をしていただくなどの条例の縛りがかか

るような形になります。 

 

会 長 道路、公園、広場その他規則で定める場所で不特定多数の者が自由に

利用、通行する場所とあるが、かなり範囲は広くなると思われます。例

えば交通道路から始まって公園、また佐倉市ではないが他の自治体で着

替え場所付近にカメラを設置して問題になったということがあったよう

に記憶しています。もちろんそういったところには十分配慮をすると思

うが、公衆トイレなどについては場所によって問題が出ると思う。どの

ような基準を持って公共の場を設定するかが大事だと思う。先ほどの主

旨から考えると、みなさんもこのような条例は作っていくべきと考えて

いると思いますが、本審議会としては、プライバシーに配慮して進めて

ほしい、というような方向性でよろしいでしょうか。 

 

委 員 基本的には規制というか、民間事業者におけるカメラの設置について

は、この条例の中では規制の対象ではないということになるのか。 

 

防災防犯課 既に銀行、コンビニなどにはカメラが設置されていますが、それはそ

れぞれが管理する施設の中におけるカメラということで、この条例の対

象とはしない考えです。 

 

委 員 設置の場所が公共の場ではないということか。 

 

防災防犯課 ４ページの規則の３条に「不特定多数の者が自由に利用し、または通

行する場所、市が設置する公の施設、庁舎、鉄道の駅の自由通路、その

他市長が定める場所」とあります。商店会などが設置しているのは道路



6 

 

上ですので、条例の設置場所に該当します。特定の施設の中の管理、例

えばマンション、コンビニ、商店自身の防犯カメラは対象にはなりませ

ん。仮にそこまで条例で縛ったとしても管理ができないのではないかと

思われます。 

 

会 長 現状の要綱からこの条例を制定したことにより、どのように縛りが変

わってくるのですか。 

 

防災防犯課 要綱は私どもで設置したものが対象ですが、自治会などが公の場所に

設置したものについては条例に基づいて管理しなければならないという

ことになります。 

 

会 長 要するに今までは対象が市だけのものから、公共性という観点から点

から面という形に広がっていくという理解でよろしいか。 

 

防災防犯課 はい。 

 

会 長 それでは最後に確認しますが、本審議会のみなさんの意見としては、

この条例の制定については前向きに進めていっていただきたい、ただし

個人情報の保護の主旨をきちんと守っていただきたい、この二つがみな

さんのご意見ということでよろしいでしょうか。念のためご賛同いただ

ける方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

２ 報告 

（１）特定個人情報保護評価について  

会 長 次に、報告事項の（１）について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 まず事務局から制度・概要について説明させていただきます。この制

度は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」いわゆるマイナンバー法や番号法と呼ばれているものですが、

これが平成 25 年５月に成立し、社会保障や税分野において番号制度が

導入されることとなりました。番号制度ですが、複数の機関、国や地方

公共団体に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するた

めの基盤となる仕組みとなっており、社会保障や税、防災分野における
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国民の利便性の向上、行政手続の効率化に資することを目的としていま

す。制度に係るスケジュールですが、平成 27 年 10 月から個人番号が通

知され、平成 28 年１月から順次個人番号の利用が開始されることにな

ります。先ほど申し上げました複数の機関における情報連携ですが、こ

ちらは平成 29 年１月から、まずは国の機関間での情報連携が始まり、

平成 29 年７月から地方公共団体も含めた情報連携が始まる予定です。

この番号制度については、個人情報の取扱いに関する懸念の声が上がっ

ており、そちらに対しては制度面、システム面から保護措置を講じてお

ります。制度面については、今後通知される個人番号を含む個人情報を

特定個人情報と呼びますが、法に規定されているものを除き、特定個人

情報の収集、保管を禁止しています。また、特定個人情報保護委員会と

いう第三者機関が設置されており、そちらで制度全体の監視・監督が行

われるシステムになっております。また、番号法の規定に違反したとき

の罰則が強化されており、個人情報保護法に比べて約倍の罰則が設けら

れております。 

システム面の保護措置ですが、個人情報は一元管理せず、これまで通

り各機関が分散して管理します。また、個人番号を直接用いた情報連携

は行わず、機関ごとに異なる符号というものを用いて行われます。仮に

個人番号が漏えいしてしまった場合でも芋づる式に漏えいすることを防

ぐために、そのような制度設計がされております。その他アクセス制御

や通信の暗号化などの措置が取られております。また、これから報告い

たします個人情報保護評価ですが、これも制度面における保護措置の一

環と位置付けられています。お手元の資料、特定個人情報保護評価の概

要に沿って説明させていただきます。 

全項目評価書については、番号法により、住民等の意見聴取手続の実

施、第三者点検を行うことが義務付けられていますが、他の評価書にお

いては、それらは義務付けられておりません。佐倉市では、しきい値判

断に基づき、重点項目評価を予定している事務が５事務、基礎項目評価

を行う事務が１０事務となっています。重点項目評価については、住民

基本台帳、個人住民税、固定資産税、国民健康保険、健康管理に係る事

務、基礎項目評価については、軽自動車税、児童手当、児童扶養手当、

子育て支援、生活保護、障害者福祉、介護保険、後期高齢者医療、国民

年金、就学援助事務となっています。 

現在、住民基本台帳事務、個人住民税事務については、特定個人情報

保護委員会への提出、公表を行い、特定個人情報保護評価を終了してい

るところですが、他の事務については、評価書の作成を実施していると
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ころです。本日は、代表的な事務である、住民基本台帳事務の特定個人

情報保護評価書について、事務を担当している市民課とシステム面の保

護措置を講じている情報システム課より、評価書の内容について概要を

説明させていただきます。 

 

市民課 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の事務についてですが、具体的

には、住民票を作成し、住民基本台帳を編成、各種届出による住民異動

の住民基本台帳への反映、他市町村（本籍地や転入届の際の従前住所地）

への通知、住民票の写しの交付などになります。また住民基本台帳法に

より各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人

確認システムを構築しており、市町村をまたいでの本人確認や他団体へ

の通知を当該システムにて実施しております。また、番号法に係る事務

として、個人番号の通知及び個人番号カードの交付に係る事務を扱いま

す。当市では住民基本台帳をシステムにて管理し、各種届出情報を入力

し、住民票の写しを出力しております。また、他団体との連携について

は住基ネットと接続することで通知し、また他団体からの通知を受領し

ております。番号法に係る事項として、個人番号の通知及び個人番号カ

ードの作成に係る事務を地方公共団体情報システム機構に委任すること

が認められています。その場合、住民に対する個人番号の通知のため、

番号通知書類の送付先情報を機構に通知することになり、その送付先情

報の送付は住基ネットを介して行うこととされています。 

   次に特定個人情報ファイルについてですが、個人番号を含むデータは

特定個人情報ファイルとされ、特定個人情報保護評価の対象とされてい

ます。住基業務においては、①番号法の定めにより住民票に個人番号を

記載することから、既存住基システムで処理する住民基本台帳ファイル、

②住基ネットシステム上で本人確認情報を保持するため住基ネットで使

用する本人確認情報ファイル、③個人番号通知カード等を機構から送付

する際の送付先情報を住基ネットを介して連携するために使用する送付

先情報ファイルの３つが個人番号を含むファイルとなります。 

   各ファイルについての説明ですが、住民基本台帳ファイルは、既存住

基システムにおいて作成し管理する住民票記載事項について記録申出等

により加除更新するものになります。本人確認情報ファイルは、住基ネ

ットで管理している佐倉市の住民情報になります。住民基本台帳ファイ

ルと同期がとられており、また、当該情報を都道府県サーバー、全国サ

ーバーと同期をとって各サーバーで保管しています。他市町村からの照

会に回答するためのファイルになります。送付先情報ファイルは、個人
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番号の通知に係る事務の委任先である地方公共団体情報システム機構に、

住民に対する番号通知書類を送付するための送付先を通知するためのフ

ァイルになります。 

 

情報システム課 住民基本台帳事務の評価書のうち、使用するシステムの概要及びシス

テムに関するリスク対策について説明いたします。住民基本台帳業務で

は、主に住民基本台帳システム、住民基本台帳ネットワークシステム、

団体内統合宛名システム、中間サーバーの４つのシステムを利用してい

ます。評価書の４ページから７ページにかけては、住民基本台帳業務に

て利用する４システムの概要を記載しています。１つめの住民基本台帳

システムは、住民からの異動等の届出に基づき、住民基本台帳の更新、

管理を行うものです。また、住民票の発行などを行います。２つめの住

民基本台帳ネットワークは、一般に住基ネットと呼ばれるシステムです。

本評価書では、市町村コミュニケーションサーバ（市町村ＣＳ）につい

て記載しています。市町村ＣＳは、佐倉市の住民基本台帳に登載されて

いる住民の本人確認情報及び個人番号カードの送付先情報の管理を行う

ものです。また、今後、個人番号を付番するうえでの重要な基盤となる

予定です。なお、住基ネット全国センターに関する評価については、自

治体ではなく、別途、地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）が

行い、既に公表されております。３つめの団体内統合宛名システムは、

各業務システムで保有している宛名番号を団体内で統一し、個人を識別

する団体内統合宛名番号を付番した上で、各業務システムの宛名番号と

団体内統合宛名番号、個人番号を紐付けて格納管理するものです。この

団体内統合宛名番号を介在して情報連携を行うことにより、個人番号を

直接利用せず、符号と呼ばれる情報により、各団体との情報連携が可能

になります。最後の中間サーバーは、佐倉市が保有する特定個人情報の

副本を保存し、情報提供ネットワークシステムを介して、他団体へ情報

提供や他団体への情報照会を行うためのサーバーとなります。次に、特

定個人情報ファイルにおけるリスク対策について説明いたします。リス

ク対策につきましては、評価書 29ページ以降に記載しております。特定

個人情報保護委員会が示している重点項目評価書の様式において、想定

リスクが挙げられおり、佐倉市で実施している、又は今後対策しうるリ

スク対策について、それぞれ評価しています。リスク対策については、

各業務ファイルで概ね共通の対策となっております。リスク対策は、物

理的対策、技術的対策、人的対策の３つの種類に大別されます。具体的

な対策をあげますと、物理的な対策としては、特定個人情報ファイルが
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保存される各種サーバー室について、入室の際に生体認証を行うことや、

電源喪失や火災が起きにくくなるための対策、さらに特定個人情報が記

録される申請書や記録媒体の施錠管理など、ファシリティ面での対策が

主なものとなります。技術的な対策としては、ＩＤ・パスワードによる

利用者管理、国により定められたＩＦによるシステム連携、アクセス制

御、追跡可能なログの保存、外部媒体への出力制限、論理的なネットワ

ーク分離などの対策を講じております。最後に人的対策としては、法令

等に定められた方法により本人確認を行うことや、委託先の従業者の秘

密保持誓約、再委託時の申請義務と承認、委託先を含めた職員に対する

研修を受講させるなどの対策を講じております。以上が、各ファイルで

実施している主な対策となりますが、その他の対策や各ファイルで個別

に実施しているリスク対策についても評価し、記載しているところです。

以上でございます。 

 

委 員 ざっくりとした質問になるが、これをやることによる市民にとっての

メリット、職員にとってのメリットを教えていただきたい。 

 

事務局 現状は各機関がシステムごとにバラバラの宛名番号を保有してそれぞ

れの業務を行っております。制度的なメリットとしては、それが皆様に

一つずつとなる個人番号が付番されることにより、その方が間違いなく

本人であるということが分かるようになります。これまでも法令の規定

等に基づき、他の機関との情報のやり取りは行われていましたが、住所

や名字が変わった場合等に、本当にその方なのか特定できないという場

合があり、そのような場合は個人情報保護の観点から情報の提供は行え

ないということがありました。それにより、本来納付いただかなければ

ならない税等が納められなかったり、本来給付できるものができなかっ

たりという状況がありました。今後は間違いなく本人であることが確認

できることによって、負担の公平化や手をさしのべる方へ給付を行うこ

とができるようになります。行政においては、確認するための依頼文書

を作成、郵送し、返送されてきたものを確認して事務を行うという手続

をしていたものが、情報提供ネットワークシステムという共通基盤を通

じて行えることになるので、事務効率の向上が考えられます。住民の方

にとっては、今後、通知される通知カード若しくは希望により発行する

個人番号カードを関係する窓口に提示し、本人確認を行うことにより、

必要な添付書類、例えば他市町村からの転入者については、前住所地の

住民票や必要な給付を受けるための所得証明等が必要でしたが、そうい
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ったものを省略することができ、証明書を取りに行く手間が省けたり、

今までかかっていた手数料がかからなくなるといったメリットがありま

す。 

 

委 員 できれば実際の業務をされている方からも具体的なメリットを伺いた

い。 

 

市民課 台帳部門としては、先ほどの例であった添付書類として必要だと思わ

る書類の一つとして住民票が考えられますが、関係機関から住民票の提

出を求められることがなくなることから、結果として交付件数は減るも

のと思われます。それから個人番号カードというものが住基カードの代

替えとして発行されますが、身分証としても使えますのでこちらの交付

事務が増えるという事務の負担は想定しています。ただし本人確認書類

を一律に持ち、国としては、より多くの人に個人番号カードを持ってい

ただきたいという主旨で準備し、制度設計されておりますので、こちら

で本人確認書類がないという窓口でのトラブルは減るものと見込んでお

ります。 

 

情報システム課 システム部門としては、本人が一つの番号で確認できることによって、

住民に対して納税通知書等を重複して発行してしまうというような間違

い等は少なくなると思われ、事務負担も減ると考えております。 

 

委 員 これから番号制度に移行していくことになると思うのだが、番号一つ

にあらゆる情報がそこに詰まっていて漏えいしてしまったらという不安

につながっていると思う。行政としては事務的には番号で全ての情報が

得られるから効率化されると思うのだが、それぞれの情報が集約される

と思うので、そのリスクをどう抑えるかが重要だと思う。 

 

事務局 一番懸念されているのが、一元的に情報が管理されて、漏えいしたら

全部漏れてしまうのではないかということだと思われます。国の制度設

計としては、一箇所で全ての個人情報を管理するという仕組みにはして

おらず、今までどおり、佐倉市であれば佐倉市が情報を管理し、他の機

関が同じ情報を持つということはありません。それぞれの市町村や国が

今までどおり管理し、必要な時に個人番号ではなく符号というものを使

って照会するようになり、国が一元的に情報を管理するというような仕

組みにはなっておりません。 



12 

 

 

委 員 お互いの符号がわからないと照合できないということですね。個人番

号の取扱いにはかなり気を使わなければならないと思いますが。 

 

事務局 個人番号が加わることによって、法律でもこれまで以上に個人情報を

厳格に取り扱うという規定になっています。現状、税、社会保障、災害

対策分野でしか使ってはならず、それ以外では使ってはいけないことに

なっています。 

 

委 員 リスク対策として住民基本台帳ファイル、本人確認情報ファイル、送

付先情報ファイルの３つがあるが、それ以外のリスク対策をする場面も

出てくると思う。こういったフォーマットが既に用意されていたのか。

このようなファイルをどういう過程で当てはめたのか教えていただきた

い。 

 

情報システム課 評価自体は、その業務で使うファイルごとにリスク対策を行うことに

なっています。住民基本台帳業務では３つのファイルを利用しています

ので、その３つに対してそれぞれリスク対策をすることとしています。

どうしてその３つなのかについては、それらのファイルを業務に使用し

ているので、そのファイルに対してリスク対策を行ったというのが今回

の評価の主旨となります。 

 

会 長 税、社会保障、災害対策分野で使おうとするときに、今のファイルと

の関連性はどうなるのですか。 

 

情報システム課 例えば税の評価については、個人住民税に関する事務の重点項目評価

書が別にあり、各業務ごとに評価を行うことになっています。今回は住

民基本台帳に関しての評価書となり、全部で重点項目評価を５つ実施す

ることになっています。そのほかに基礎項目評価が９事務ございます。 

 

委 員 各部門でリスク評価をするとしても、情報が適切に管理されているか

をチェックする統合的な組織はあるのか。例えばマイナンバー制度に関

する委員会のようなものはないのか。 

 

事務局 制度自体これから始まるものですが、むしろ個人情報の取扱いに対し

てご意見をいただく審議会としては、本審議会となります。適正に取り
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扱うための制度としては、個人情報保護条例や情報セキュリティ規程な

どがあり、条例等に規定されている以外の利用や提供を行ってはいけな

いということなどが定められております。 

 

会 長 特定個人情報については、適正な取扱いをお願いしたいと思います。

その他に質問がないようであれば、特定個人情報保護評価については、

報告を終わらせていただきます。 

 

（２）佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の改正について 

会 長 続きまして、佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の改正

についての報告をお願いします。 

 

事務局 佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の改正について資料

に沿って説明させていただきます。改正の理由ですが、２点あり、いず

れも法改正に伴うものでございます。制度自体に直接関わるものではな

く、条例の規定中に引用している字句や条項を整理するものでございま

す。まず１点目は、独立行政法人通則法の改正に伴うものです。各条例

の新旧対照表におきましては、情報公開条例が第７条第２号ウ、個人情

報保護条例が第１６条第２号ウのところになります。従来、独立行政法

人のうち、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要な

ものを特に特定独立行政法人として区分しておりました。独立行政法人

通則法の改正により、一律であった独立行政法人が中期目標管理法人、

国立研究開発法人及び行政執行法人という３つの分類に分けられること

となり、一方で特定独立行政法人という用語は廃止されます。条例中に

引用している特定独立行政法人に相当するものが行政執行法人となるこ

とから、用語を改めようとするものです。また、根拠条項が移動してお

りますので、併せて改めることとしております。次に２点目の改正理由

ですが、国有林野の管理経営に関する法律等の改正に伴うものでござい

ます。各条例の新旧対照表におきましては、情報公開条例が第７条第６

号オ、個人情報保護条例が第１６条第６号オになります。国有林野の管

理経営に関する法律等の改正により、これまで企業的経営とされていた

国有林野事業が国の一般会計により行われる事業とされ、国が経営する

企業が存在しなくなったことから、条例中に引用している国の経営する

企業に係る規定を削除しようとするものです。なお、本条例改正につき

ましては、平成２７年２月佐倉市議会定例会に議案として上程し、審議

いただいているところでございます。条例改正に関する報告につきまし
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ては、以上でございます。 

 

会 長 ただいまの説明に対しまして、ご意見や質疑等はありますでしょうか。 

 

委 員 ２ページの第２条第４項について、言葉が変わっただけかと思いきや、

条文が第２条第２項から変わっていますが、これは間違いないですか。 

 

事務局 特定独立行政法人を規定した第２項ですが、規定が前に追加されてお

り行政執行法人に相当する規定が第４項に条項移動しているためとなり

ます。 

 

会 長 この条例改正の今後の流れはどうなるのですか。 

 

事務局 本条例改正については、上位法の改正により必然的に引用条項等の改

正が必要となる部分となります。現在、市議会２月定例会に上程してい

る最中ですので、可決いただければ内容が改正されるということになり

ます。 

 

（３）情報公開制度の実施状況について 

会 長 それでは次の情報公開制度の実施状況について報告をお願いします。 

 

事務局 平成 25年度の実施状況について、平成 25年度情報公開制度実施状況

報告書に沿って説明いたします。平成 25年度は、述べ 63人から 101件

の公文書について開示請求がありました。決定内容については記載のと

おりとなり、不開示理由の主なものは、個人情報や法人情報によるもの

がほとんどとなっております。また、情報公開審査委員に対する不服の

申出はありませんでした。平成 25年度については、開示請求の数は例年

と比べ少なかったように思われます。平成 26年度は、２月末現在で請求

件数が 92件、公文書の件数も 302件となっており、昨年より多い状況と

なっております。市政情報の公表について平成 25年度は 430件公表して

おり、内容は資料記載のとおりです。審議会等の会議の公開に関する運

用状況ですが、58の審議会等が 136回の会議を開催し、公開した会議は

119 件、非公開は 17 件でした。市政資料室の利用状況について平成 25

年度の利用人数は 5,181人でした。 

 

委 員 平成 25年度の開示請求の件数が少なかったということですが、原因は
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どのようなことが考えられますか。 

 

事務局 制度をよく利用される方や定例的に請求を行う法人がありますが、25

年度はそれらの方からの請求があまりなかったということがあるかと思

います。 

 

（４）個人情報保護制度の運用状況について 

会 長 次に個人情報保護制度の運用状況について報告をお願いします。 

 

事務局 平成 25年度の個人情報保護制度の運用状況について報告いたします。

個人情報取扱事務総数は 627件で内訳は資料のとおりです。保有個人情

報取扱事務に係る外部提供は 276件となっております。外部提供先は警

察署が一番多く 149件で、刑事訴訟法第 197条２項による照会となって

おります。保有個人情報の開示請求等の件数は、16人の方から自己情報

の開示請求があり、全部開示 13件、部分開示１件、不存在が２件となっ

ており、訂正及び利用停止請求はありませんでした。口頭による開示請

求ですが、職員採用試験の結果を口頭により開示しており、実施状況は

上級職 22件、専門職 0件でした。個人情報保護委員に対する不服の申出

はありませんでした。 

 

委 員 例年と比べて請求件数の状況はどうですか。 

 

事務局 自己情報の開示請求は例年あまり変動がなく、平成 26年度２月末現在

においても請求件数は 13件であり、横ばいの状況です。請求内容は、ほ

とんどが介護保険に関する主治医の意見書や介護認定調書票に関するも

のが多くなっております。 

 

会 長 他に質問はないようですので、報告事項について以上で終了とさせて

いただきます。他に事務局から何かありますか。 

 

事務局 本日情報公開条例と個人情報保護条例の改正について報告させていた

だきましたが、番号法では個人番号を含む個人情報の取扱いについて、

現行の個人情報よりも厳格な取扱いをすることとしております。行政機

関個人情報保護法では、番号法により規定の読替えが行われていますが、

地方公共団体もその主旨に倣い、個人情報保護条例の改正等が要請され

ていますので、その整理ができた段階で審議会に諮らせていただきたい



16 

 

と考えております。 

 

委 員 防犯カメラやマイナンバーなど動きが目まぐるしいが、この委員会の

業務内容に何か変更はありますか。 

 

事務局 番号法に関連して、特定個人情報保護評価が全項目、重点項目、基礎

項目評価と３段階あり、そのうちの全項目評価の場合は第三者機関への

諮問が法律で義務付けられています。佐倉市は中規模位の団体になりま

すが、人口が３０万人を超えるようなところについては、法律に倣い審

議会条例に諮問事項を追加している例があります。本市の場合は、個人

情報保護制度に関する重要事項として本審議会に諮ることは可能と考え

ております。 

 

会 長 他に質疑等はないようですので、以上で会議を終了いたします。 

 




















































































































































